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○内航海運の重要性を、さらにアピールしていく必要があるのではないか。
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委員からのご指摘に係るご説明事項
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内航海運の重要性

○内航海運の重要性を、さらにアピールしていく必要があるのではないか。



日本経済における内航海運の重要性（４つの視点）

①産業基礎物資の約８割の
輸送を長期間にわたり担う

②臨海部立地に適した大量輸送機関の役割

③災害時でも高いポテンシャルを発揮 ④地方経済の循環・波及に寄与

内航
85.7%

自動車
14.3%

石油製品セメント

内航船舶（499t）
１隻

１０ｔトラック

概ね１６０台分

建造資金融資新造船発注

・・・
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日本経済における内航海運の重要性①
内航海運は、国内物流全体の４割（平成24年度時点のトンキロベース輸送機関別シェア）を担うとともに、長期にわた
り、石油、セメント、鉄鋼等の産業基礎物資輸送の約８割を輸送する、日本の産業の大動脈となっている。

⇒ 国内各地の経済と雇用を支える。

○輸送機関別シェアと輸送量（トンキロベース）の推移

金属（鉄鋼等）石油製品 セメント

自動車

内航

内航海運の輸送機関別シェア
（トンキロベース）は、モー
タリーゼーションの進展とと
もに低下傾向を示していたも
のの、産業基礎物資の輸送機
関別シェア（トンキロベー
ス）に大きな変化はなく、引
き続き、日本の産業の大動脈
を担っている。

出典：国土交通省「陸運統計要覧」、「交通関連統計資料
集」、「内航船舶輸送統計年報」、「自動車輸送統
計年報」より作成

出典：国土交通省「陸運統計要覧」、「交通関連統計資料集」より作成

○品目別輸送機関別シェア（トンキロベース）

昭和46年～
昭和48年

列島改造ブーム

昭和48年～
昭和50年

第1次ｵｲﾙｼｮｯｸ

昭和55年～
昭和58年

第2次ｵｲﾙｼｮｯｸ

昭和61年～
平成3年

平成景気

平成3年～
平成5年

第1次平成不況

平成9年～
平成11年

第2次平成不況

平成12年～
平成14年

第3次平成不況

平成20年
ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ

昭和３４年
石炭専用船
の登場

昭和２８年
セメント専用
船の登場

（百万ﾄﾝｷﾛ）

昭和３６年
石灰石専用船
の登場

昭和３７年
自動車専用船
の登場

579,237
568,988 577,170 580,761

556,132
522,101

545,120

434,160438,792

360,490350,264

輸送量（ﾄﾝｷﾛﾍﾞｰｽ）に占める
石油、セメント、鉄鋼等の産
業基礎物資の割合は、３０％
～４５％程度の間で推移

平成22年度より、自動車に関する
調査方法が見直され、品目別輸送
ﾄﾝｷﾛの公表が終了しているため、
総計のみ。

557,356

※

※ 石灰石、原塩、りん鉱石等

工業用非金属鉱物

２



日本経済における内航海運の重要性②－１

○セメントの輸送形態

セ
メ
ン
ト
工
場

サービス
ステーション

（ＳＳ）

【一次輸送】
【二次輸送】

内航船

（68.2％）

トラック

（29.7％）

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ等

（2.1％）

内航船

（5.0％）

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ等

（1.7％）

需
要
家

トラック

（93.3％）

（出典）：（一社）セメント協会

セメント

３

セメントの製造所の多くは臨海部に立地が集中しており、大量輸送に適した内航海運は大きな役割を果たしている。

○セメントの輸送の例

生産量 販売量

北海道 5,136 2,153 

東北 4,247 4,709 

関東 7,586 14,787 

東海 3,476 5,196 

北陸 4,073 2,210 

近畿 3,953 6,480 

中国 11,300 2,968 

四国 3,651 1,823 

九州 18,407 5,788 

沖縄 563 839 

セメント工場（全国:30ヶ所）

サービスステーション（全国：約300ヶ所）

（出典）：（一社）セメント協会資料（2013年4月現在）
を参考に作成

（単位：千トン）

主なメーカー：太平洋セメ
ント、宇部三菱セメント、住
友大阪セメント、トクヤマ



日本経済における内航海運の重要性②－２

○石油製品の輸送形態

製
油
所

油槽所

【一次輸送】 【二次輸送】

内航船

（51.6％）

ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ

（44.8％）

貨車
（3.6％）

需
要
家
・
Ｓ
Ｓ

ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ

（100％）

石油製品

４

原料を輸入に頼る石油製品等の製造所の多くは臨海部に立地が集中しており、大量輸送に適した内航海運は大きな役割を果
たしている。

○石油製品の輸送の例

水島

鹿島

製油所数 処理能力

北海道 1 140,000 

東北 1 145,000 

関東 8 1,638,500 

東海 3 570,000 

北陸 0 0

近畿 4 503,000 

中国 3 627,200 

四国 1 120,000 

九州 1 136,000 

沖縄 1 100,000 

（単位：ﾊﾞｰﾚﾙ／日）

油槽所（全国：約100ヶ所）

（出典）：石油連盟資料（2015年2月）
を参考に作成

製油所（全国：23ヶ所）

（注）石油製品の各輸送機関の割合については、石油製品の輸送形態を踏まえ、各輸送機関における平成24年度
の石油製品の輸送量（出典：「数字でみる物流2014」（（一社）物流連発行））及び石油元売会社から聴取した情
報を元に海事局にて推計したもの。



日本経済における内航海運の重要性③
東日本大震災時において被災地への支援物資、自衛隊、警察、消防等の要員や車両の緊急輸送など、極めて重要な役割を果
たしており、災害時においても、そのポテンシャルの高さが再認識されている。

○燃料輸送の代替輸送

※震災発生後１か月半（４月末）までの内航海運による緊急輸送の実績
（出典）内航総連資料より

タンカー：燃料油・ＬＰＧ等 約２０５万キロリットル

⇒タンクローリー約１０万台分に相当

一般貨物船：家畜飼料 約６万２千トン

⇒１０トントラック約６千台分に相当

ＲＯＲＯ船・自動車専用船：貨物車両、建設機械、消防車など 約２３０台

○フェリーによる自衛隊などの輸送

５



日本経済における内航海運の重要性④

広島県８社

島根県１社

山口県１社

福岡県２社

長崎県２社

熊本県２社

大分県４社

愛媛県１２社

高知県１社

徳島県４社

静岡県１社

青森県１社

宮城県１社

兵庫県３社

北海道１社

三重県１社

香川県２社

広島県
490者

岡山県
131者

愛媛県
251者

兵庫県
195者

大阪府
132者

東京都
140者

山口県
187者

福岡県
152者

長崎県
153者

熊本県
158者

製鉄所（高炉会社）

セメント工場

内航船建造造船所

製油所

内航船舶所有者（船主）（上位10都府県の分布）

地域経済への波及効果地域経済への波及効果

建造資金融資新造船発注

主に四国、中国、九州等における海事産業のサイクル

・・・

参考①：造船業生産高（内航）（Ｈ２４）
隻数：９７隻 売上高： 約１，８７１億円

参考①：造船業生産高（内航）（Ｈ２４）
隻数：９７隻 売上高： 約１，８７１億円

参考②：舶用工業生産（除く輸出）（Ｈ２４）
売上高：約６，４１８億円（内外航合算）

参考②：舶用工業生産（除く輸出）（Ｈ２４）
売上高：約６，４１８億円（内外航合算）

参考③：船どころの１地方金融機関における内航海運業向
け融資貸出残高の実例
→ 約１００億円（Ｈ２５年度末）
→ 総貸出額に対する割合：約１８％

参考③：船どころの１地方金融機関における内航海運業向
け融資貸出残高の実例
→ 約１００億円（Ｈ２５年度末）
→ 総貸出額に対する割合：約１８％

内航海運は地域産業と密接に関連するとともに、船舶を国内各地の造船所に発注することにより、造船業に加えて、舶用工業
その他関連産業等と併せて、地域の金融機関の主要な融資先の一つとなる等、多くの雇用を生み出し地方経済の循環・波及
（海事クラスター）に寄与している。

地域産業との関連性地域産業との関連性

上位10都府県 特色

広島県
貨物船と砂利船が多い（近隣に製鉄所が所在。コンクリート用
骨材としての海底砂利採掘）

愛媛県 特殊タンク船が多い（近隣に大手化学メーカーが所在）

兵庫県 砂利船が多い（石材採掘）

山口県 セメント船が多い（近隣にセメント工場が所在）

熊本県 砂利船が比較的多い（海底砂利採掘）

長崎県 砂利船が比較的多い（海底砂利採掘）

福岡県 セメント船が多い（近隣にセメント工場が所在）

東京都 様々な船種を有している（近接に製油所や製鉄所等が所在）

大阪府 様々な船種を有している（近接に製油所や製鉄所等が所在）

岡山県 油送船や特殊タンク船が多い（近接に化学製品工場が所在）

６



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

代替建造に関する運賃等との因果関係

○代替建造を決定する要因は運賃水準ではなく別の要因があるのではないか。



代替建造時期に係る運賃や用船料等との因果関係

○運賃等と代替建造の因果関係（近年、建造意欲が旺盛だった平成１９年、２５年に建造した事業者へヒアリング）

〈上記のグラフ作成における備考〉
・輸送量、輸送活動量、船価（内航ジャーナル出典）、運賃（日銀「企業向けサービス価格指数」）、用船料（日本内航海運組合総連合会調査）は平成元年の数値を100とする指数である。

なお、用船料は平成14年度から調査方法を変更しており、平成13年度以前の数値との連続性はない。
・新造船隻数は国交省海事局内航課資料より作成。なお、ここでいう新造船とは、年度末時点での内航海運業者の使用船舶のうち、進水から１年経過していないものをいう。

事業計画上、数年早く代替建造を行う予定であったが、荷主の実需の見通
しがたたなかったことから、代替建造の時期を遅らせた。

通常、長期的な視点による事業計画を基に次船の建造を行うものであるが
、荷主からの積荷の実需増に伴う新造船の建造の要請があり、かつ採算
がとれる運賃等であったことから代替建造を行った。

運賃や用船料の上昇時でないと代替建造ができなかった。

耐用年数を経過していた中で、運賃や用船料の上昇機運を見据え代替建
造を行った。

ヒアリングの結果（平成19年建造事業者） ヒアリングの結果（平成25年建造事業者）

事業計画上、数年早く代替建造を行う予定であったが、荷主からの震災対
応（代替輸送）に係る要請により代替建造の時期を遅らせ、新船を投入した。

長期的な視点による事業計画の基づき、代替建造を行うこととしていたが、
リーマンショックに伴う荷動き量、船価、運賃等の影響を見据え、耐用年数
の経過後に代替建造を行った。

用船料は横ばいであったが、船価が下落したことから代替建造を行った。

運航

竣工

被代替船の平均船齢約19年
→H６年前後に建造

被代替船の平均船齢約18年
→H元年前後に建造

４９９GT型の
税法上の耐用年数

７

代替建造の時期については、耐用年数経過後におけるその時々の荷動き量、船価、運賃等を見据え決定している。



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

一杯船主の実態を踏まえたグループ化の推進

○グループ化の推進にあたり、一杯船主の実態をどのように把握しているのか。



100総トン未満

146隻

（15.4%）

100総トン以上

200総トン未満

325隻（34.2%）

200総トン以上

300総トン未満

90隻（9.5%）

300総トン以上

500総トン未満

277隻（29.1%）

500総トン以上

750総トン未満

57隻（6.0%）

750総トン以上

1000総トン未満

8隻（0.8%）

1000総トン以上

48隻（5.0%）

一杯船主の実態を踏まえたグループ化の推進

注）船舶情報が不明のものは除く。
（出典）海事局調べ

3億円以上

37者（3.4%）

1億円以上3億円未満

15者（1.4%）

3000万円以上1億円未満

64者（5.8%）

1000万円以上3000万円未満

295者（26.9%）

500万円以上1000万円未満

183者（16.7%）

500万円未満

（個人を含む）

503者（45.8％）

○一杯船主の資本金別の割合

（出典）海事局調べ

○一杯船主の所有船舶の船型割合

注）船舶情報及び用船形態が不明なものは除く。
（出典）海事局調べ

○契約形態からみた一杯船主の運航形態

94.1% 5.9%

（備考）

定期用船：一定期間を決めて船を貸し借りする契約。船舶の所有者が一定期間、船腹の全部を船長その他の乗組員
付きのまま相手方に貸し切り、しかも船長及びその他の乗組員を用船者の下におくこと。
裸傭船：船舶所有者が船員を配乗せずに、一定期間、船舶を貸し出す用船契約。
（出典）内航辞典（内航ジャーナル）

定期用船契約等
裸傭船契約

一杯船主

荷主

オペレーター

一杯船主

＋
船員

※一杯船主とは保
有船舶が１隻のみ
の船舶貸渡事業者
（オーナー）

運送契約

資本金三千万円未満の事業者が89％を占める脆弱な経営基盤
所有船の88％が500総トン未満の小型船が占め、船内の労働環境の課題等から船員の確保育成が難しい。
９割以上が定期用船契約等が占め、自ら船員雇用

このため、経営基盤の強化や船員の確保育成の観点からは、スケールメリットを活かした効率的な取り組みが可能とな
るグループ化の推進が必要。

資本金三千万円未満
の割合：89％

総トン数500トン未満
の割合：88％

８



１，６３０

１，３３８

荷主

オーナー

約7割が一杯船主

（届出を含む全事業者は３，１６５事業者
但し、休止事業者４７６者を除く）

全体の９９．７％が中小企業。オーナーのうち、船を１隻しか所有しない、いわゆる「一杯船主」が約７割と太宗を
占め、脆弱な産業構造となっている。
オペレーターにおける費用構成はオーナーへの用船料支払等の固定経費が太宗を占めている。特にオーナー
においては、費用に占める固定費の割合が過大になっており、利益（内部留保）の計上が難しい経営実態とな
っている。

１９７
元請オペレーター上位60
社で全輸送量の約8割

運 賃

用船料

→オーナーの固定比率は約１１００％であり、船舶投資に
係る負担が重く、負債比率も、約１５００％となっている。
※平成24年海事局調査より

・内航海運の取引は多重構造
・長期継続的・固定的取引関係

★取引構造

（借船料、減価償却費、船員費など）

（燃料費、港費など）

（船員費、減価償却費、借船料など）

（燃料費、港費など）

※「内航海運市場の実態調査報告書」
（平成18年３月 財団法人 日本海運振興会）

全オペレーター

元請オペレーター

二次・三次オペレーター

〈参考〉内航海運の産業構造

９



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

モーダルシフト

○海上輸送へのモーダルシフトの期待が高まる中で、高速道路の無料化の影響がどの程
度あるのかを検証したほうがよいのではないか。

○モーダルシフトを推進するにあたり、SNS等でCO2がどの程度削減できるのかを 「見える
化」するなどし、わかりやすさを意識してもよいのではないか。

○モーダルシフトを推進するにあたり荷主へのアピールの観点から、陸上輸送との比較に
おける優位性、劣後している点を定量的に示す必要があるのではないか。

○日本海側でのモーダルシフトのあり方の視点があってもよいのではないか。



長距離フェリー航路の輸送量推移（全車両）
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2004（平成16）年度 2005（平成17）年度 2006（平成18）年度 2007（平成19）年度 2008（平成20）年度 2009（平成21）年度 2010（平成22）年度 2011（平成23）年度 2012（平成24）年度 2013（平成25）年度 2014（平成26）年度

全車両 線形 (全車両)

2005年4月

大口多頻度割引開始、深夜
割引併用で実質60％引き

2008年9月
リーマンショック

2008年10月

全車種対象に深夜割
引50％引き開始、大口

多頻度割引併用で実
質80％引き

2008年2月

全車種対象に深夜
割引40%引き開始

2011年3月
東日本大震災発災

2004年11月

全車種対象に深夜
割引30％引き開始

（一社）日本長距離フェリー協会作成資料によると、平成25年度の輸送量は平成16年度と比較して約20％減少

○月別輸送実績（全車両）2004～2014年度（単位：台）
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本州四国間の自動車交通量の推移

出典：国土交通省四国運輸局「四国地方における運輸の動き」

4,924
(68%) 3,821

(37%) 
2,763

2,326
(15%) 

1,647
(8%) 888

(4%) 

3,853
(37%) 

5,764 

5,606
(35%) 

7,493
(37%) 7,629 

(39%)

2,332
(32%)

2,764
(26%)

6,032
5,787
(37%)

8,518
(42%) 8,684

(44%)

1,983
(13%)

2,569
(13%) 2,541

(13%)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
（千台） 多々羅大橋 大鳴門橋 瀬戸大橋 フェリー

大鳴門橋供用

瀬戸中央
自動車道供用

神戸淡路鳴門
自動車道供用

しまなみ海道
中抜き共用

西瀬戸
自動車道供用

普通車休日上限
1,000円導入

普通車休日上限
1,000円廃止

本四連絡橋の開通以降、利用者にとって交通機関の選択肢が増え、結果、自動車交通量は昭和59年（フェリーのみ）と比較す
ると約3.3倍

○本州四国間の自動車交通量の推移

１1



（２０年２月）
深夜３割引開始

（万台・架橋）
（万台・ﾌｪﾘｰ）

（２０年１０月）
深夜５割引開始

（２０年９月）
リーマンショック

（２１年３月～２３年６月）
土日祝日上限１千円

近年における本四間フェリー航路の輸送量の推移

原油価格の高騰による経営状況の悪化、国際金融危機による景気後退や高速道路料金の値下げ等により、影響を受けてきた
内航フェリー

13社13航路 12社12航路 9社9航路 8社8航路
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本四架橋（乗用車） 本四架橋（トラック）

フェリー（バス・乗用車） フェリー（トラック）

○近年における本四間フェリー航路の輸送量の推移

１２

本四架橋（乗用車）



CO2削減の見える化の実例

【例】 松山→小倉間における旅客の交通手段別CO2排出量

鉄道

飛行機

船舶

交通手段

松

山

小

倉

発地 着地

広島

福岡

(船舶）

( 船 舶 ）

(飛行機）

(新幹線）

(鉄道）

CO2排出量（ｇ）

４，２００

２５，０００

データなし

○ウェブサイトで公開されている某社の経路検索システムで実施

※船舶については、CO2排出量のデータは示されていない １３



船舶へのモーダルシフトによるCO2削減効果（年間）の例

滋
賀
県
甲
賀
市

北
海
道
札
幌
市

敦
賀
港

苫
小
牧
東
港

1,288㎞
【22時間】

98㎞【2時間】 948㎞【19時間】 70㎞【1時間】

185 ｔ 45 ｔ 292 ｔ

約 62％

○ケースⅠ 敦賀～苫小牧航路 〔１,２８８㎞〕

シフト後

削減効果

769 ｔ

※新日本海フェリー㈱の例（エコシップ・モーダルシフト事業応募事案より）
※CO2排出量原単位は23年度の数値（事業用自動車：130g-CO2/トンキロ 海運：40g-CO2/トンキロ）
※平成24年度及び25年度の年間貨物輸送量にて算出
※陸上一貫輸送は海上輸送の青函航路（109㎞）を含む

埼
玉
県
桶
川
市

北
海
道
江
別
市

新
潟
港

小
樽
港

967㎞
【16時間】

301㎞【4時間】 692㎞【18時間】 52㎞【1時間】

111 ｔ

463 ｔ

294 ｔ

約 37％

○ケースⅡ 新潟～小樽航路 〔９６７㎞〕 シフト前

シフト後

削減効果

463 ｔ

62 ｔ

27ｔ156 ｔ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

船舶はCO2排出量が少ないため、長距離輸送であるほど削減効果を発揮

１４

769 ｔ

シフト前



モーダルシフトの可能性（船社ヒアリングによる）

陸上輸送から今後取り込める潜在的な貨物

日本海側航路の優位性

敦賀・舞鶴などは関西・中京圏の集荷が便利

農産品等一次産品も、可能なものから（チルド等）転換できる可能性あり

即時性を必要としない根物（玉葱・馬鈴薯）はシフト可（季節による）

製造工業品は全種可能性ありと認識

九州の農産品（園芸農産物）は、市場の競りのタイミングに合致すれば海上輸送可能

最大の物流量のある関東～関西航路の開設

北海道から関西への貨物を念頭に置くと太平洋側を回るより早い

往復ともに十分な貨物の確保が重要であり、日本海側から出港する地点として

見合った集荷ができるかどうかが鍵

１５



船の種類 会社名 航路 便数

フェリー 新日本海フェリー㈱

①舞鶴～小樽 １便／日

②新潟～小樽 ６便／週

③敦賀～苫小牧 １便／日

④敦賀～新潟～秋田～苫小牧 ５便／週

ＲＯＲＯ船 近海郵船㈱ ⑤敦賀～苫小牧 ６便／週

コンテナ船 井本商運㈱ ⑥敦賀～大竹～神戸 １便／週

【フェリー】

【ＲＯＲＯ船】

○日本海側における定期航路の状況

○各航路における使用船舶の船型と積載能力

苫小牧

小樽

秋田

新潟

敦賀

①
②

③

④

⑤

神戸
大竹

舞鶴

⑥

船名 総トン数 積載能力（12ｍトレーラ）

⑤

ひだか 11,185 160台

つるが 8,608 120台

ほくと 8,608 120台

【コンテナ船】

船名 総トン数 積載能力（コンテナ）

⑥ だいこく 749 189TEU

船名 総トン数 積載台数（トラック）

①
あかしあ 16,810 158台

はまなす 16,810 158台

②
ゆうかり 18,229 146台

らいらっく 18,229 146台

③
すいせん 17,382 158台

すずらん 17,382 158台

④
フェリーあざれあ 20,554 186台

フェリーしらかば 20,563 186台

〈参考〉日本海側における定期船の就航状況

１６



海上輸送へのモーダルシフトの期待の高まり

Ｈ２６．８．２８ 日本海事新聞 ２面

○長距離フェリーによるトラック輸送量の推移（前回資料）○ドライバー不足による海上輸送への
モーダルシフトの期待の高まりに関する記
事（前回資料）

平成２２年度以降、シャーシ等への導入補助な
どの支援により、リーマンショック前の輸送量に
戻りつつある

１７

○主な長距離フェリーの消席率（％）



モーダルシフト船の建造の動き

苫小牧

大洗

①

仙台

名古屋

別府

小樽

秋田

新潟

敦賀

泉大津

舞鶴

大阪
神戸

大分宮崎

志布志

新門司

徳島

②

⑦

④
③

東京

⑤

Ｈ２７．３現在
※輸送経済（平成26年10月21日 5面）、

日本海事新聞（平成26年12月18日 １面）より作成。 １８

○モーダルシフト船（長距離フェリー・ＲＯＲＯ船）建造の動き

常陸那珂

⑥

・平成29年上期に2隻

・160台（13メートルシャーシ換算）

①商船三井フェリー

・平成27年9月、11月

・現行船より約30台増強

②名門大洋フェリー

・平成27年1月、4月

・196台（現行船比26%増強）

③④阪九フェリー

・平成27年12月、平成28年5月、6月、8月 計4隻

・大型化し積載量上げる方針

⑤オーシャントランス

・平成26年8月から「北王丸」就航

・160台（従来は105台）

⑥川崎近海汽船

・平成27年1月、5月、8月

・160台（現行船比20～30％増強）

⑦近海郵船

・投入時期

・1隻あたりトラック積載台数
（12メートル換算）

会社名



新航路開設の例

１９

○新航路開設の例（川崎近海汽船㈱）

苫小牧
室蘭

宮古

八戸

１．航 路 名
宮古 ～ 室蘭（３２５ｋｍ）

２．航路開設時期
２０１８年春（予定）

３．運航計画
１日１往復（航海時間１０時間、停泊時間２時間）で通年運航、ダイヤは未定

４．使用船舶
未定

５．当航路を選定した理由
(１) 急ピッチで整備が進められている三陸沿岸道路、宮古盛岡横断道路の早

期開通により、宮古港から岩手県内各地、仙台、首都圏等へのアクセスが
大幅に向上する。

(２) トラック事業者からドライバーがフェリー乗船中に継続して８時間の休息が
取れるよう１０時間で結ぶ新たな航路開設の要望があるが、宮古／室蘭間
は速力２０ノットで航海時間が１０時間、１日１往復が可能な最適な航路で
ある。

(３) 宮古港、室蘭港とも近隣に国立公園など観光資源が非常に豊富で旅客需
要が期待できる。

(４) 宮古市、室蘭市等の地元自治体はフェリー航路誘致に積極的であり、且
つトラック事業者等の利用者も本航路の開設に大きな期待を寄せており継
続的な協力と利用が期待できる。 ※川崎近海汽船㈱プレス資料より作成。

新航路



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

今後の施策の方向性



当面の課題と方向性

方 向 性

取引関係の改善等
（事業環境のあり方の見直し）

税制・共有建造制度などの支援
の維持・充実

内航海運の二つの高齢化の克服

（船員の確保と代替建造促進）

モーダルシフトの受皿としての体制
拡充

２０

グループ化等による経営基盤強化

船舶の容量拡大

ドライバー不足を見据えた
集配貨手法の構築（＝“創貨”）

当面の課題



代替建造の促進に向けた取り組みの方向性

今後の方向性のポイント

環境づくり

支援

問題意識

荷主とオペレーター・オーナーとの間に
おいて、計画的な船舶の代替建造に
向けた理解等を増進させる意見交換
の場等を設けることを検討する。

その時々に求められる政策課題を反
映しつつ、代替建造の促進に資するよ
う、着実に支援内容の維持・充実を図
る。

内航海運を取り巻く環境の変化等を見
据えつつ、多重取引構造を前提に、良
質な輸送サービスの持続的な提供が
可能な事業環境のあり方に関し、さら
なる検討を深める。

事業者ヒアリング等を
通して見いだされる視点

代替建造への投資を

促すため、多重取引

構造の中にあるオー

ナーの実情に関し、荷

主やオペレーター等

の理解を増進させる

には、どのような方策

が考えられるか。

代替建造促進に向け

た支援制度として、共

有建造制度や税制特

例措置等があるが、

今後、更に考えられる

方策は何か。

２１

内航海運事業者として、
長期的な視点に基づく
事業計画（耐用年数に
応じた代替建造計画）を
有していても、多重取引
構造にある中において
は、その時々の荷主の
実需（荷動き）、運賃、用
船料等の要因によって
代替船舶の建造計画が
左右される。

代替建造の促進が図ら
れなければ、老齢船が
市場にあふれ、良質な
輸送サービスの持続的
な提供に支障を来す恐
れが想定される。



グループ化の取り組みに向けた方向性

タンカーでは荷主の安全意識が高く
、高度な安全管理を求められること
などから、船舶管理会社が専門的な
業務を担うといった方向性が考えら
れるのではないか。

小型船の船員を確保育成するにあ
たっては、個々の事業者ではなく、グ
ループ化して取り組むなど、相互扶
助的な方向性が考えられるのではな
いか。

その際、船舶管理の全ての委託は却
ってコスト高となることから、船主自ら
が参画するグループ化が有効ではな
いか。

船主の船舶管理会社活用の判断材
料は船舶管理会社のレベルと管理コ
ストであるが、船主が求める管理レ
ベルとの程度にミスマッチが生じてお
り、船主が管理委託しづらい状況が
あることから、その克服が必要では
ないか。

船舶管理会社の活用を含め、内

航海運業者のグループ化を推進

するにあたっては、上記ポイン

トを踏まえ、関係者と議論・整

理をし、それぞれ取り組むべき

方向性を検討する。

事業者ヒアリング等を
通して見いだされる視点 今後の方向性のポイント

専門性

相互扶助

見える化

２２

船舶管理会社の一層

の認知度向上のため

に、どのような方策が

考えられるか。

零細事業者のグルー
プ化を促進するため、
「障害」とされている事
情を克服する効果的
な方策は何か。

問題意識



〈参考〉実働している船舶管理会社の例

○小型船の船主が相互扶助（船員の確保育成等）を
軸にグループ化している例

船舶
管理
会社

代表者

代表者

代表者

代表者
代表者

代表者

出資

出資
出資

出資

出資

出資

・個々の事業者が単身で船舶管理に取り組むよりも協働によって合理性
と効率性を発揮できると考え、地域海運事業者の船舶管理の受け皿とな
ることも目的に、海運事業者６社の代表者が個人出資により船舶管理会
社を設立。
・船舶管理会社を設立したことにより、一元的に雇用管理を行うことがで
き、新卒者の就職先としての魅力が高まった。
・小さな船主でも様々な船舶に乗船できることから、船種や海域で多様な
経験が可能。
・船員間の交流により技術習得がしやすい。
・将来的にはグループ会社すべての船舶のフル管理を目指して、労働条
件の統一化等の環境の整備に取り組んでいる。

○専門的ノウハウを船舶管理会社に蓄積・共有してい
る例

・外資系の石油元売りが任意ISMコードの取得を入札条件としたこと
を受け、内航タンカー船主２社が任意ISMを積極的に取得するために
それぞれの船員及び船舶管理を分離し共同で船舶管理会社を設立
し、グループ会社の船舶を管理している。
・船舶管理会社を立ち上げたことにより、荷主やオペレーターからの
評価や信頼が高まるとともに、新卒者の就職先としての魅力が高まっ
た。
・今後は船舶管理レベルの更なる向上を図り、荷主やオペレーター等
からの信頼を確実なものとするとともに規模の拡大を図っていくことと
している。

船舶管理
会社

管理部門
を分離

管理部門
を分離

相互扶助
（船員の確保育成）

専門性（安全管理等）

（ISM取得）

２３



モーダルシフトの促進に向けた方向性

問題意識 今後の方向性のポイント

“創貨”のための
営業活動

船舶の容量拡大

２４

長距離フェリーは、厳しい経
営環境下で航路を減らしてき
た中で、モーダルシフト拡大
の受け皿として期待に応えら
れるか。

ドライバー不足等、現下の状
況で、今後取り込むことが可
能な貨物を積極的に取りに
行くよう促すべきではないか。

事業者ヒアリング等を
通して見いだされる視点

ドライバー不足等による海

上輸送へのモーダルシフト

の期待が高まる中、満船

等により全ての期待に応え

きれているわけではない。

船舶の代替建造にあたっ

ては、船腹の容量拡大を

着実に実施していく必要が

ある。

輸送する産品の特性や荷

主の需要を踏まえた集荷

方法などに、もう一段の工

夫を凝らすことにより、モー

ダルシフトの需要は、さら

に醸成できるものと想定さ

れる。

フェリー・RORO船の船腹拡

大や取り逃がしている貨物

を確保する取り組みの促進

策を検討する。


